
 

2020/10/4総務部総務法務課 

 

令和３年度郡山市庁舎消防訓練 

 

 

１ 日 時   令和３年１０月５日（火） 

   午前１０時３０分～午前１１時３０分 

 

２ 目 的   災害時に迅速かつ安全な避難行動及び被害の 

軽減をはかるため郡山市庁舎消防訓練を実施する。 

 

３ 想 定   地震による火災発生。火元は以下のとおり。 

           本庁舎・・・５階給湯室（教育総務部総務課） 

           西庁舎・・・３階給湯室（市民・NPO活動推進課） 

           北２号棟・・１階給湯室（原子力災害総合対策課） 

 

４ 訓 練 内 容  ・地震発生に伴う身を守る行動訓練（新）※ 

           ＝１分間机の下で身を伏せる。 

          ・通報連絡訓練、初期消火訓練、書類運搬訓練、 

避難誘導訓練、消火訓練※ 

 

５ 講 評  ① 防火本部長 菅野副市長 

          ② 援護化学株式会社 

(令和 3年度消防設備及び防火設備保守点検業務委託業者) 

 

６ 避難器具使用訓練   １０月４日（月）午前１０時００分～１１時３０分 

           救助袋降下訓練：本庁舎 3階 

           緩降機降下訓練：西庁舎 2階 

 

※ 非常放送を合図に、１分間の「地震発生に伴う身を守る行動訓練」、続いて「避

難誘導訓練等」を行います。 

※ マスク着用のうえ、タオルやハンカチ等で鼻や口を覆い、煙を吸い込まないよ

うに避難してください。 

※ 避難訓練に参加する職員は、避難報告書を本部に提出してください。 

報告事項 


